やまぐち農林漁業ステキ女子応援団設置要領

第１　目的
県は、女性農林漁業者のロールモデルとなる経営参画者（やまぐち農林漁業ステキ女子（以下、「ステキ女子」という。））の新たな活躍の場を創出・拡大するとともに、活躍を広くPRするため、ステキ女子の活動に支援・協力の意思を有する企業・団体等を登録し、「やまぐち農林漁業ステキ女子応援団」を設置する。

第２　活動内容
　　　やまぐち農林漁業ステキ女子応援団の登録目的を理解し、賛同する企業・団体等（以下、「応援団」という。）は、ステキ女子と応援団が連携した次の取組により支援する。
(１)ステキ女子との連携による商品開発等に向けた取組
(２)ステキ女子が活躍する場の提供
(３)ステキ女子が活躍する姿の発信・PR
(４)ステキ女子の育成や経営の向上に資する取組
(５)その他ステキ女子と応援団の活躍推進に資すると考えられる取組

第３　推進体制
　応援団、ステキ女子及び県の役割は次のとおりとし、応援団の活動に要する費用は自己負担とする。
　　　　また、応援団との活動において金銭的利益が生じる活動に関しては、費用負担、利益配分又は知的財産権の取扱等について、事前に応援団とステキ女子との間で個別に取り決めるものとする。

(１）やまぐち農林漁業ステキ女子応援団
　　ア　ステキ女子と連携し、第４の(２)で県に提出した登録申込書に記載した内容に基づき、連携活動を実施する。
　　イ　連携活動及びその他ステキ女子の活躍等について積極的に情報発信する。
　　ウ　ア及びイのほか、ステキ女子の活躍推進に資すると考えられる取組みを積極的に行う。 
　　エ　本制度による登録は、必ずしも応援団としての活動を約束するものではない。
(２)　ステキ女子
　　ア　連携活動の取組内容の提案を行いながら応援団と積極的な連携に取り組み、自らの経営課題の解決と経営力の向上に努める。
　　イ　自らの活動や商品について、積極的に情報発信する。
(３)　県
　　ア　応援団及びステキ女子を広く募り、登録する。
　　イ　応援団とステキ女子とのマッチングの場を適宜設定し、両者の連携
化及び取組の円滑な推進に努める。
　　ウ　ステキ女子及び応援団との連携活動について広く情報発信を行う。

第４　登録手続
　　　応援団への登録は、次のとおり行う。
(１)　応援団への登録を希望するものは、登録申込書（様式第1号）を県に提出する。
(２)　県は、過去、ステキ女子と連携活動を行った実績があり、かつ、応援団の登録目的を理解し、賛同するもので、申込書の内容が適切であると認めるものを応援団として登録する。

第5　登録の取消
　　　県は、応援団が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、登録を取り消すことができる。
（１）応援団からの申し出があったとき。
（２）本制度を利用して、政治、宗教、又は営利目的等本制度の信用を著しく損なう活動を行う場合、またはその恐れがある場合
（３）本制度を利用して、法令及び公序良俗に反する活動を行う場合、又はその恐れがある場合
（４）次のいずれかに該当する企業又は団体であることが判明したとき。
　　ア　役員等（受託者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。
　　イ　暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
　　　ウ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
　　エ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
（５）登録事項に偽りがあることが判明したとき。
（６）その他知事が不適当と認める場合。

第6　登録簿の作成及び管理
(１)　県は、登録した応援団登録申込書をとりまとめた台帳を作成し、県のホームページで公表する。
(２)　応援団は、台帳に記載された内容に変更が生じたときは、速やかに「やまぐち農林漁業ステキ女子応援団登録内容変更届」（様式第２号）により、県に届け出なければならない。
(３)　県は、登録団体から変更の申し出があった場合、その登録を変更するものとする。
　　
第7　その他
　　　個人情報については、適切に管理し、承諾をいただいた利用目的以外
第三者への開示、公表は行わないものとする。

附 則 
本要領は令和２年１１月３０日から施行する。
